
平成２８年第２回組合議会（定例会）が，３月２５日に開催されました。 

議案については，財産の取得が１件，条例改正が８件，補正予算１件，新年度予算１件，議員提案

による意見書１件の合計１２件の議案が提出され，原案のとおり可決されました。 

番号 件名【議決等の結果】 

議案第５号 財産の取得について 【原案可決】 

 西地区熱回収施設等整備事業の事業用地の土地売買に係る，仮契約について議

会の議決を求めるもの。 

議案第６号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 【原案可決】 

 行政不服審査法の全部改正が４月１日から施行されることに伴い情報公開条

例，個人情報保護条例，職員の給与に関する条例，手数料条例について，行政不

服審査法の改正の趣旨を踏まえ，所要の改正を行うもの。 

議案第７号 大崎地域広域行政事務組合個人情報保護条例の一部を改正する条例 【原案可決】 

 行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律の

施行により，個人番号制度の運用が開始されたことに伴い，各地方公共団体にお

いても必要な措置を講ずることが求められていることから，当組合においてもそ

の取扱いについて，番号法の趣旨を踏まえた条例の改正を行うもの。 

議案第８号 大崎地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例 【原案可決】 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行により，人

事評 価制度が導入されたことから，公表する事項について改正を行うもの。 

議案第９号 大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 【原案可決】 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行により，地

方公務員法の条項が繰り上げられたこと及び学校教育法等の一部を改正する法律

の施行により，小学校から中学 校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」 

が新たに規定されたことから，所要の改正を行うもの。 

議案第１０号 大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例 【原案可決】 

 大崎広域西地区熱回収施設整備事業に伴い大崎広域西地区熱回収施設整備等・

周辺環境整備推進協議会を設置したことから同委員に対して，報酬を支給するた

め所要の改正を行うもの。 

議案第１１号 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

【原案可決】 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行により，地

方公務員法の条項が繰り上げられたことに伴い，所要の改正を行うもの。 

議案第１２号 大崎地域広域行政事務組合管理者，副管理者，議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 【原案可決】 

 被用者年金一元化法及び地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令の

施行に伴い，所要の改正を行うもの。 



議案第１３号 大崎地域広域行政事務組合火災予防条例の一部を改正する条例 【原案可決】 

 対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する

条例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令）の施行後１０年以

上経過し，時代にあった対応を図るため，当広域の火災予防条例の一部改正を行

うもの。 

議案第１４号 平成２７年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算（第４号）【原案可決】 

 補正の主な内容として，歳入は，収入の実績に基づく補正，歳出は，経費の節

減及び事業費の確定であり，補正額は，歳入歳出それぞれ３，７７７万８千円を

追加し，平成２７年度の予算総額を，７０億８，４３７万２千円と定めるもの。 

議案第１５号 平成２８年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算 【原案可決】 

 一般会計の予算総額は，平成２７年度当初予算に比較し，歳入歳出ともに１７

億９，３０７万２千円の増額となり，８８億６，９８７万２千円と定めるもの。 

主な内容としては，新消防本部庁舎整備事業，西地区熱回収施設整備事業，プ

ラネタリウム設備更新工事などの経費となっている。 

議案第１６号 東京電力福島第一原発事故による放射能汚染「廃棄物」の安全な管理及び処理

に関する意見書 

 組合議員により提出された，「①東京電力福島第一原発事故により発生した放射

能汚染「廃棄物」の管理及び処理は，発生源である東京電力と国の責任で行うよ

う「特措法」を見直すこと。②宮城県内の指定廃棄物最終処分場候補地とした３

カ所は水源地であり，関係住民の理解を得られるものではないので撤回すること。

③基準値を超えながら未指定の放射能汚染「廃棄物」を含め，県内全域の放射能

汚染「廃棄物」の再測定を早急に行い公表すること。④東京電力及び国は，当面，

放射能汚染「廃棄物」により住民や農産物等に被害が及ぶことのないよう，地域

の実情に即した万全の安全管理を行うこと。」を強く求めた意見書を関係大臣等に

提出するもの。 

 


